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災害時に使用が推奨される共通の診療録とその診療録から症候群を集計するシステムについ
て解説する。
①災害診療記録
https://jadm.or.jp/contents/record/pdf/2018.pdf 

最新版はHPをご参照ください。ダウンロードや印刷用はページの下半分にあります。

共通する診療録を使用することは継続的な診療、疾病集計のために重要である。
2017年7月5日付の厚生労働省医政局の通知を以下に示す。
■■ �保健医療調整本部および保健所は、当該保健医療調整本部および保健所の指揮等に基づき
活動を行う保健医療活動チームに対し、避難所等での保健医療活動の記録および報告のた
めの統一的な様式を示すこと。この場合において、被災者の診療録の様式については、「災
害診療記録報告書」（2018年11月、災害時の診療録のあり方に関する合同委員会）およ
びその様式を、避難所の状況等に関する記録の様式については「大規模災害における保健
師の活動マニュアル」http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h25_01.pdf（2013
年、日本公衆衛生協会・全国保健師長会）およびその様式を参考とすることが望ましいこと。

②J-SPEED（日本版Surveillance in Post Extreme Emergencies and Disasters）
https://www.j-speed.org/

最新版はHPをご参照ください。 

災害時に問題となり、かつカウントが可能な21の症候群の迅速集計システムである。受診
患者の症候群、健康事象を迅速に集計することが可能である。単なる記録にとどまらず情報
化されることで各本部や災害医療コーディネーター等に迅速に医療保健情報として報告でき
る。疾病別症例数等をリアルタイムに把握することは被災地の医療概要を把握することであ
り、集計結果の分析によって感染症などの流行を早期に察知し、早期な対応が可能となる。
　運用に関しては確定項ではないが以下のように検討されている。

■■ 使用時期	 ：被災地外からの医療チームによる医療支援が必要な時期
 　　　　　　　　（発災直後から1カ月後、保険診療の開始までなど）
■■ 記載者	 ：災害標準記録を用い応急的医療を提供する医療者（医師等）
 　　　　　　　　（被災地に参集するDMAT等の災害医療支援チーム等）

5-5 災害診療記録、J-SPEED
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■■ 使用場所	 ：使用者による医療提供場所（救護所・避難所・診療再開医療機関等）
■■ 使用方法	 ：医療チームごとに同日の診療症候群数を派遣元に毎日報告
■■ システム運用	：�保健所管轄区域・市町村単位等で設置され発災後定期的に開催される

地域災害医療対策会議（仮称）の活動に組み込まれ、結果については
都道府県が設置する災害対策本部内の派遣調整本部に報告されること
が望ましい。

③感染症の届出基準、届出様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

感染症法に基づく医師の届出について、参考となる厚生労働省のホームページへのリンクを
示す。届出基準、届出様式等の変更通知があるため、常に最新版を確認いただきたい。
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大規模災害における保健師の活動マニュアル…（2013年日本公衆衛生協会・全国保健師長会）
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h25_01.pdf
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大規模災害における保健師の活動マニュアル…（2013年日本公衆衛生協会・全国保健師長会）
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h25_01.pdf
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大規模災害における保健師の活動マニュアル…（2013年日本公衆衛生協会・全国保健師長会）
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h25_01.pdf
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急性期（発災72時間後）から亜急性期（発災から2～4週間）にかけては、診療機能が低下・
停止した診療所・病院に変わり、避難所等に救護所が設置される。

  医療救護班の編成
医療救護班とは、医師・薬剤師・保健師・看護師・事務職員等により構成され、県内外の
医療機関等から被災地に派遣される医療チームのことを言う。 急性期に活動する主な医療
救護班としては、DMAT（Disaster Medical Assistance Team 災害派遣医療チーム）、
JMAT（Japan Medical Association Team 日本医師会災害医療チーム）、AMAT（All 
Japan Hospital Medical Assistance Team 全日本病院医療支援班）、日本赤十字社の
救護班、独立行政法人国立病院機構の医療班、DPAT（Disaster Psychiatric Assistance 
Team 災害派遣精神医療チーム）等がある。
各地区医師会では、あらかじめ郡市地区医師会医療救護班を編成し、随時その編成を更新す
る。各医療救護班は適宜、救護訓練を実施し、常に速やかな事故発生時の対応が可能となる
ように心がける。また、救護班編成にあたっては、他地区医師会へ応援可能な体制をも考慮
する。

  救護活動にあたって
原則的には、県医師会の指揮のもとに救護活動にあたるものとする。可能であれば医療救護
班として派遣される前に、岡山県医師会本部においてブリーフィング（事前説明）を受ける。
自チームの目的地、現地の様子、自らの役割と限界などを知り、また前の班から申し送りを
受け、活動イメージを明確化しておく。万一、通信網の途絶等により、指示・連絡不能の状
態に陥った場合には、前もって組織されている各医療救護班は指示を待って時間を空費する
ことなく、各班独自にその緊急性を判断して速やかに医療救護活動を開始することとする。
なお近隣医療救護班との連携が取れれば、併せて行動した方がより有効である。これらの場
合には全て、事後承諾で良しとする。
医療救護班の業務は、災害時の医療救護活動に関する協定書に掲げる次の業務である。 
①被災者に対するトリアージ　
②傷病者に対する応急処置および医療 
③傷病者の収容医療機関への転送の要否および転送順位の決定 

6-1 避難所・救護所活動

医療救護活動

救急災害対策
マニュアル
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④被災者の死亡の確認および死体の検案
また活動終了後は、本部への報告とともに自チーム内でデブリーフィング（振り返り）を行う。

指揮命令系統、活動場所の確認
派遣先の指揮命令系統、安全管理、情報共有、報告、活動場所の確認などを常に念頭に置く。
被災地で活動する場合、地区医師会の指揮下に入り定期的に情報を報告する。

救護所診療
日常の診療と異なるのは､ 災害による潜在的傷病者の発見が重要なことである。外傷のみな
らず、脳血管障害、循環器疾患、呼吸器障害、感染症、精神疾患などの発見に努める。重症、
または専門的な診療が必要な場合は、地域の市町村行政、消防と連携をとり後方搬送する。

避難者の健康管理
慣れない集団生活を余儀なくされる避難者の健康管理にも留意し、疾病の発生を少なくする
よう努める。特に災害弱者（要援護者）に留意する。
災害弱者（要援護者）：

■■ 小児
■■ 高齢者
■■ 妊婦
■■ 基礎疾患（心疾患、呼吸器疾患、糖尿病、透析患者など）
■■ 要介護者
■■ 旅行者

引き継ぎ
次のチームヘの引き継ぎは､ できるだけ時間をとって､ 全体での申し送り、職種ごとの申し
送りを行う。

活動時間
発災1週間ほどは､ 24時間体制が望ましい。しかし現場の安全確保や状況により、他の機関
と連携し調整する。1つのチームの活動は4日間以内で交代することが望ましい。

チーム連携
医療救護班として活動するにあたって、必ず地区医師会、行政、消防、自衛隊等との連携を
密にする。正しいと思われることであっても、必ず協調性をもって主張し、スタンドプレー
に走ることなどがないように注意する。

DMATとJMATの役割分担
DMATが主に急性期の救命医療と病院支援を担っているのに対し､ JMATは避難所や救護
所での医療が中心である｡ 活動期間も、DMATが急性期（48～72時間）に対し、JMATは
亜急性期～慢性期（3曰～数カ月）である。それゆえ、DMATとJMATはお互いに連携補
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完することにより被災地の医療支援の質が高まり、DMATからJMATへの引継ぎが円滑に
行われること、またJMATから地域医師会（医師）への引継ぎが円滑に行われることが大
切である。そのためには、お互いに平時から情報と認識を共有しておくことが重要である。

災害拠点病院なども機能低下することが考えられる。そのような状況で、医療班として病院
支援を行うことがある。DMATは急性期から各災害拠点病院の支援に入る。まず院内災害
対策本部の指揮下に入り、DMAT活動拠点本部を立ち上げる。院内の被災状況、傷病者の
重症度・人数などを把握、情報通信環境を整え、直接診療にもあたる。医師会医療救護班も、
まず院内の災害対策本部の指揮下に入り、DMAT活動拠点本部と協議し、院内での支援活
動にあたる。この場合も必ずCSCATTTを念頭に置き活動する。

避難所での医療活動の長期化にともなう問題点
①災害弱者（要援護者）の健康管理
②慢性疾患
③メンタルケア
④�救護所･仮設医療施設の撒収:可能な限り速やかに通常の医療体制に復帰できるよう努
める。

健康管理
　①�避難者の疾病予防プライバシー保護、保温、食事、排泄物処理、うがいや手洗いなど感

染症予防
　②�臨時診療施設の開設：避難者が数百人規模になれば臨時診療施設の開設が必要である。

災害対策本部、地域医師会と連携し行う。

災害弱者（要援護者）
災害弱者（要援護者）には定期的な健康チェックなどの配慮が必要。

メンタルケア
被災者・避難者には身体的症状のみならす精神的症状が問題になる。

感染症対策
夏期の消化器感染症、食中毒、冬期の呼吸器感染症、インフルエンザ、消化器感染症には注
意が必要で、災害時診療概況報告システム（J-SPEED）などを利用した公衆衛生的な対応が
必要となる。

6-2 病院支援

6-3 長期化への対応
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慢性疾患対策
慢性疾患（高血圧、糖尿病など）は、急性期には対症療法的な対応とならざるをえないが、
できるだけ早期に継続治療に戻さなくてはならない｡ 地域の医師会員の医療業務再開が必要
である。

犯罪
窃盗のたぐいだけでなく、混乱した被災地では暴力や性犯罪が発生する可能性がある。警察
や地域の行政と連絡を密にし、そのような情報があった場合には速やかに担当部署に連絡す
る。被災者・避難者に不要な恐怖や不安を与えないよう注意し、被害者が発生した場合には
速やかに対応する。検査等が必要な場合には後方医療機関に相談する。

透析患者
「災害時における難病患者等の行動・支援マニュアル」参照　（2017年3月）　
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-96653.html

JMATは、災害発生時、被災地の都道府県医師会の要請に基づく日本医師会からの依頼によ
り、全国の都道府県医師会が、郡市等医師会や医療機関などを単位として編成する。JMAT
への参加は日本医師会員の資格の有無を問わず、医師としてのプロフェッショナル・オート
ノミーに基づく使命感をよりどころとする。他の関係職種についても同様である。 なお、
活動に関わる二次災害時の補償については「JMATに係る傷害保険について」の規定にのっ
とって支払われる。

都道府県医師会、郡市等医師会（JMAT派遣元医師会）の役割

①災害時
■■ �日本医師会からの要請を受け、災害対策本部によるJMATの派遣の決定（派遣の決定が日
本医師会からの要請よりも先に行われた場合を含む）。
■■ �当該都道府県医師会における規定に基づき、管下郡市等医師会、医療機関等より、JMAT
を結成。日本医師会に申込書を送信。
■■ �日本医師会からの派遣依頼を受け、被災地の都道府県医師会等との協議、調整により、具
体的な派遣内容を決定、JMATを派遣。
■■ �関係行政機関からの情報収集、折衝（被災地の医療ニーズ、被災地の状況・安全性、緊急
時の通行証発行、幹線道路や燃料等の状況など）。
■■関係団体・事業者との折衝（交通手段確保）。
■■他の都道府県医師会（医師会ブロック）、郡市等医師会、JMAT等との情報の共有手段。
■■被災地の医療ニーズに関する情報収集（被災地の都道府県医師会、JMAT、関係自治体など）。
■■広報活動

6-4 JMATの活動（JMAT要綱より）
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②災害の収束移行段階
■■ �被災地の医療ニーズ、災害収束後の医療支援の要否などに関する情報収集（被災地の都道
府県医師会、JMAT、関係自治体など）。
■■被災地の都道府県医師会・郡市等医師会、現地コーディネーター等との協議。
■■当該災害における活動の検証・総括、医師会災害医療救護計画、マニュアル等の改正。
■■都道府県・市町村の防災行政、災害医療対策の課題の指摘、改善の要求。
■■協定、災害救助法等に関する交渉。

  ①災害医療救護対策本部の設置
岡山県医師会は、大規模災害その他集団的に多数の傷病者が発生する大規模な事故（航空機
事故あるいは列車事故等）の発生に際し、県知事または災害発生地区医師会等から岡山県医
師会に対し、医療救護班の編成、派遣の要請があった場合および県医師会長がその設置の必
要性を認めた場合、会長の指示の基に直ちに岡山県医師会に災害医療救護対策本部（以下、
「対策本部」と略す）を設置する。

  ②対策本部の設置手順 
⑴県からの要請
災害が起こり、多数の傷病者が発生した場合、県は岡山県災害医療救護対策本部を設置し、
保健福祉部に 県災害保健医療調整本部を設置する。
県は災害拠点病院と県医師会に対し、「災害時の医療救護活動に関する協定書」（以下「県協
定」 と略す）に基づき、医療救護班の派遣を要請する。なお、県からの要請が届かない時点
においても、 県医師会長が必要と認めたときには、随時対策本部を設置できるものとする。 

⑵要請受理、本部員の招集
ア 電話による要請受理
県医師会への要請は、文書によって行われることが本則であるが、緊急時には、まず電話等
により受理することとなる。要請を受理した際に、会長が不在の場合は、救急担当理事また
は事務職員が直ちに会長へ伝達する。
イ 本部部員の召集
会長の命を受けた事務職員は、直ちに本部部員に連絡し、召集する。

  ③対策本部の構成
対策本部は、岡山県医師会長、副会長、救急担当理事、県医師会理事、救急医療対策部会委
員および事務職員等をもって構成する。会長は本部長に、副会長は副本部長に、その他は本

6-5 岡山県医師会の対応
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部員の任にあたる。また必要に応じ、地区医師会長、地区医師会理事等も本部員となること
ができる。

災害拠点病院

日赤救護班

県病院協会
県歯科医師会
県薬剤師会
県看護協会

その他関係団体
（支部等を含む）

岡　山　県

岡山市 各市町村
（岡山市を除く）

現地医師会災害医療救護対策本部
現地本部長：災害発生地区医師会長

救護班 救護班 救護班 救護班 救護班

岡山県医師会
災害医療救護対策本部

地域災害保健
医療調整本部

連携・協力連携・協力

連携・協力

連携・協力

連携・協力連携・協力

連携・協力

県災害保健
医療調整本部

県災害対策本部

ＤＭＡＴ活動
拠点本部

（２次医療圏ごと）

ＤＭＡＴ
県調整本部

　本部長：岡山県医師会長
副本部長：岡山県医師会副会長

本部員：救急担当理事
　　　　県医師会理事
　　　　救急医療対策部会委員等
　　　　事務職員等
　　　　必要に応じ、地区医師会長
　　　　地区医師会理事等

ＤPＡＴ
県調整本部

救護班組織体系図
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  ④対策本部構成員の職務
⑴本部長、副本部長および本部員の職務は次のとおりとする
ア �本部長は県災害保健医療調整本部および医療関係諸団体との連携のもと、対策本部を総
括し、医療救護活動に関し、指揮命令を行う。

イ �副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
ウ �本部員は 
　A �災害、医療救護活動等について、情報を収集し、本部、被災地、救護班その他関係者

との連絡及び情報交換を行う。
　B �医療救護班の編成に要する人員の確保、救護班数、携帯品の決定その他の医療救護活動
に関し、必要な業務を行う。

  ⑤関係諸機関との連絡・連携
県・県医師会・市町村・郡市地区医師会・岡山空港・自衛隊・消防・警察・各災害拠点病院
等との連携をまず行う。さらに隣県との連携を図る（中国・四国医師会連合との連携）。救
急救命士との連携、搬送のあり方、後方支援病院との連携を図る。

  ⑥DMATの行動
災害発生直後、DMAT（Disaster Medical Assistance Team：災害派遣医療チーム）は
独自で速やかに行動する。さらに災害拠点病院救護班も迅速に行動する。県医師会は地域医
師会を支援する立場でそれ以後の各地区の調整を行う。

  ⑦現地医師会災害医療救護対策本部
災害発生地区医師会は、地区医師会長が必要と認めた場合、現地医師会災害医療救護対策本
部を設け、地区医師会長が現地本部長の任にあたる。現地本部長は現地指揮を執り、救護班
を出動させ、現地医療救護活動を行う。なお、この場合、県医師会および現地の行政諸機関
との連携を図る。

災害時には傷病者の救助・救出・処置・搬送など救命処置がまず優先される（赤タッグ傷病
者の優先）。しかし死者が発生した場合には異状死として、警察・検察等による検視が必要
となり、医師は検案・死体検案書作成が必要となる。

検視
トリアージによる黒タッグが装着された場合、また遺体として発見された場合には、多くは

6-6 死体検案
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遺体安置所で検視が行われる。犯罪性の有無（災害発生前にあるいは災害に乗じて犯罪が行
われることがある）、遺体とそのおかれた状況に対する捜査が行われる。

検案
検視結果をふまえ、医師が医学的判断を下すことを検案という。広域災害時の検案の目的は、
個人識別のための遺体の体表情報記録、死亡時刻の推足、死因の特定の3つである。
　●派遣要請基準（岡山県医師会等の派遣要請）
　●留意事項：検視・検案にあたっては死者の尊厳を損なうことがないように十分配慮する。
なお、警察、歯科医師の協力は必須である。

通常、黒タッグをつけられた者は重症患者であり、救急の現場においては円滑な治療を目指
す中で、大規模災害時には医療機関に搬送されることを見送られる指標となるものである。
しかし、黒タッグをつけられ、その現場で死を迎えた犠牲者の遺族がそのことを受け止めら
れず、心療内科的に重大な影響を受けているとの報告があり、災害医療において「遺族」と
いう視点が検討されていなかった事実を露呈する結果となった。このような問題提起を受け
て、災害医療関係者および心療内科、臨床心理士、看護師、救急救命士、法医学者など多数
の職種が集まり「日本DMORT研究会」が立ち上がった。

DMORT
DMORTとは、Disaster Mortuary Operational Response Teamの略であり、「ディモー
ト」と呼ばれる。災害現場でのDMORTの活動には、黒テントでの災害医療活動支援と、
遺体安置所での家族支援がある。

6-7 遺族対応
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岡山県は「晴れの国おかやま」のイメージが強いため災害は少ないと思われているが、平成
30年7月豪雨では県内における戦後最悪の風水害が発生し多くの犠牲を払うこととなった。
過去には昭和南海地震でも激甚な被害を受けており、また、風水害の被害は毎年報道されて
いる。さらに、近い将来発生するとされている南海トラフ地震を想定した人的・物的被害も
予測されている。われわれ医療者は地震発生を防ぐことはできず地域全体の物的被害を防ぐ
こともできないが、人的被害を最小限に食い止めることができる数少ない職種である。それ
を実現するための第一歩が計画であり、発災時の対応マニュアルの整備が必要である。本マ
ニュアル（岡山県医師会災害医療救護マニュアル）では発災時の対応に関して全県的な対策
を記載している。しかし、岡山県は都道府県面積が全国17位と大きく、県南部は海に面し
ており、埋め立て地や干拓地が多く液状化を考慮した対応が必要となる。一方、県北部では
液状化の心配はないものの、過疎地が多く医療へのアクセスが悪いという問題がある。その
ため、全県的マニュアルでは不十分となり、地域性を加味した個別のマニュアルを各郡市医
師会において策定していただき、本マニュアルの第7章に載せておく必要性があると考える。

また、災害にはいくつかの分類があり、原因別分類として地震や洪水等の自然災害と航空事
故やテロ等の人為的災害がある。さらに、災害規模による分類や発生場所による分類など多
くの分類があり、個別にマニュアルを整備することが理想的であるが作業量は膨大となる。
発生の可能性を考えると策定の優先順位は「地震」「豪雨」などと思われるため、まずは上
述の南海トラフ地震を含めた「地震」を想定したマニュアルの策定を行うことが現実的と考
える。

これらを踏まえ、各郡市医師会において「郡市医師会における災害対応マニュアル（地震編）」
の整備をお願いしたい。この際、すべての地域に同様に求められる「共通項目」と自身の医
師会の地域性を考慮した「地域項目」とを意識した整備が必要となる。とくに「地域項目」
としては津波の可能性、液状化の可能性、雪崩の可能性など自身の地域で特に発生する可能
性が高い項目に対して対応を盛り込んでいただきたい。

郡市医師会の対応

救急災害対策
マニュアル
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7-1 岡山県医師会・郡市等医師会一覧

医師会名 〒 事務所所在地 TEL FAX
岡山県医師会 700-0024 岡山市北区駅元町19-2 086-250-5111 086-251-6622
岡山市医師会 700-0835 岡山市北区東中央町3-14 086-201-1188 086-201-1021

西大寺医師会 704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目16-41…
おかやま信用金庫ビル4階 086-942-2676 086-942-4786

倉敷医師会 710-0051 倉敷市幸町3-20 086-422-0862 086-422-1366

児島医師会 711-0912 倉敷市児島小川町3672…
児島看護高等専修学校内 086-472-4094 086-474-6345

玉島医師会 713-8121 倉敷市玉島阿賀崎1丁目3-20 086-522-1234 086-522-7700
津山市医師会 708-0051 津山市椿高下114 津山保健センター内 0868-22-2168 0868-22-9133

玉野市医師会 706-0013 玉野市奥玉1丁目18-5…
玉野市総合保健福祉センター内 0863-21-3953 0863-21-3957

笠岡医師会 714-0081 笠岡市笠岡5628 笠岡医師会館内 0865-62-2790 0865-63-3567
井原医師会 715-0019 井原市井原町181-5 0866-62-0076 0866-62-7294
吉備医師会 719-1131 総社市中央6-6-102 吉備医師会館内 0866-93-5976 0866-92-3979
高梁医師会 716-0029 高梁市向町4番地 0866-22-3801 0866-22-7794
新見医師会 718-0003 新見市高尾2306-5 医師会館内 0867-72-0309 0867-71-0309
御津医師会 701-1152 岡山市北区津高637-6 086-259-3812 086-259-3813
赤磐医師会 709-0816 赤磐市下市187-1 赤磐医師会病院内 086-955-8188 086-955-8189
和気医師会 705-0001 備前市伊部2245 備前病院附属棟2階 0869-64-2528 0869-64-2503

邑久医師会 701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄845-1…
瀬戸内市民病院内 0869-24-8111 0869-24-8112

北児島医師会 709-1214 岡山市南区川張1266
ゆめの里在宅介護支援センター2階 0863-62-5753 0863-62-5754

都窪医師会 701-0202 岡山市南区山田2117…
重井医学研究所附属病院内 086-282-5687 086-282-5933

浅口医師会 719-0104 浅口市金光町占見新田436-2 医師会館内 0865-42-6783 0865-42-6784
真庭市医師会 717-0013 真庭市勝山667 医師会館内 0867-44-2119 0867-44-5354
苫田郡医師会 708-0351 苫田郡鏡野町入48-1 武田医院内 0858-54-0552 0868-54-3575
勝田郡医師会 709-4311 勝田郡勝央町岡1337-2 0868-38-6355 0868-38-5372
美作市医師会 707-0004 美作市入田291-3 0868-72-3374 0868-72-6113
久米郡医師会 709-4604 津山市坪井下683 0868-57-2975 0868-57-2640
岡山大学医師会 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-235-7060 086-235-7052

備前地区（ブロック）
玉野市医師会、御津医師会、赤磐医師会、和気医師会、邑久医師会、北児島医師会
備中地区（ブロック）
笠岡医師会、井原医師会、吉備医師会、高梁医師会、新見医師会、浅口医師会
美作地区（ブロック）
津山市医師会、真庭市医師会、苫田郡医師会、勝田郡医師会、美作市医師会、久米郡医師会
岡山地区（ブロック）
岡山市医師会、西大寺医師会、都窪医師会、岡山大学医師会
倉敷地区（ブロック）
倉敷医師会、児島医師会、玉島医師会

区域

岡山県医師会・郡市等医師会一覧� 2019年8月現在
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A. 共通項目
1	 はじめに
	 各郡市医師会の災害時の考え方についての基本方針を記載する。

2	 ○○○医師会の地域的特徴
	� 自身の医師会の地域性を考慮した特徴を記載する。「B. 地域項目」に繋がる内容となる。

3	 発災前に行うべきこと
	 3.1	� 本マニュアル「○○○医師会における災害対応マニュアル（地震編）」の見直

し基準
		  本マニュアルを定期的に見直し修正するための基準を決めておく。
	 3.2	 災害時訓練方法
		  各医師会での蘇生訓練や災害拠点病院との合同訓練などの訓練を考え実践する。
	 3.3	 災害対策本部に関して
		  災害時の災害対策本部設置基準、設置場所、本部長の選定方法などを記載する。
	 3.4	 災害時の情報収集手段
		  自治体から電話で情報収集するなど電話番号等まで具体的に記載する。
	 3.5	 災害時の情報報告先
		  情報は岡山県医師会に集約することを明記しておく。
	 3.6	 夜間・休日の体制
		  夜間に発災した場合の対応を記載する。

4	 発災時に行うべきこと
	 4.1	 おおむね1時間以内に行うべきこと
		�  災害対策本部の立ち上げ、本部長の選定、災害情報の収集、安全確認、インフ

ラの確認などを記載する。
	 4.2	 数時間以内に行うべきこと
		�  追加情報の収集、患者数の確認などとともに応急救護所に出向く際の注意事項

を記載する。
	 4.3	 数日以内に行うべきこと
		  自院や避難所などでの患者対応、医薬品に関する情報などを記載する。
	 4.4	 慢性期に行うべきこと
		  避難所などの対応、閉鎖している医院への支援などを記載する。

以下に策定しておくべき見出しの例を記載しておくので、それに沿った策定を意識していた
だくと策定しやすいと考える。
（見出し例を黒文字で記載、記載時の注意事項等を赤文字で記載している。）

7-2 ○○○医師会における災害対応マニュアル（地震編）
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5	 応急救護所の設置に関して
	 5.1	 出務するメンバー
		  救護所に出務する医療班の職種などを記載する。
	 5.2	 移動手段
		�  交通が遮断されている場合や道路幅が狭い地域に設置された救護所など具体的

に記載する。
	 5.3	 応急救護所の設置場所
		�  地域別に具体的に設置場所と対応医療機関を記載する。この部分は数ページに

及ぶ場合もある。
	 5.4	 運営管理者
		  応急救護所の運営管理者を把握しておく。
	 5.5	 応急救護所での活動
		�  応急救護所においてどの組織と協力してどのような活動を実践するかを具体的

に記載する。また、軽症患者、重症患者、死亡確認などに関しても記載する。
	 5.6	 情報収集と連絡
		�  応急救護所での情報収集手段と情報連絡先などを記載する。県医師会や地域の

行政機関との話し合いが必要となる場合もある。
	 5.7	 応急救護所の閉鎖
		  応急救護所を閉鎖する場合の基準等を記載する。
	 5.8	 応急救護所閉鎖後
		  慢性疾患への対応や被災者の健康管理に関して記載する。

6	 災害拠点病院との連携に関して
	 6.1	 近隣の災害拠点病院
		  自身の医師会に近接する災害拠点病院の名称を記載
	 6.2	 災害拠点病院との合同災害訓練等に関して
		  近接する災害拠点病院との合同災害訓練計画や会議などがあれば記載する。
	 6.3	 災害拠点病院での活動に関して
		�  発災時に災害拠点病院において活動する計画があるか否かを記載する。計画が

ある場合にはどのフェーズでどのような活動を行うのかを具体的に記載する。
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【記載例】
○○○医師会における災害対応マニュアル（地震編）
A. 共通項目
1	 はじめに
	� 近年、全国的に自然災害の発生が多く岡山県も例外ではない。代表的な自然災害である「地
震」に備え、○○○医師会としてのマニュアルを策定した。発災時に医師会員が安全かつ迅
速に災害医療を実践できるためのものである。

2	 ○○○医師会の地域的特徴
	� ○○○医師会には2019年の時点で約50名の医師会員が所属している。総合病院は3カ所に
あり、そのうち△△△総合病院が災害拠点病院である。エリアの南部は古い家屋が多いため、
地震による倒壊が発生すると外傷患者の発生が多いと思われる。また、東部エリアの一部は
交通が遮断される可能性もある。

3	 発災前に行うべきこと
	 3.1	 本マニュアルの見直し基準
		�  本マニュアルは岡山県に災害が発生した後に、その経験を踏まえた見直しを行う。また、

発災がない場合でも2年ごとに改訂作業を行うものとする。
	 3.2	 災害時訓練方法
		�  災害拠点病院である△△△総合病院に依頼して合同訓練を年に1回開催する。また、医

師会員の医院・クリニックの医師と看護師は心肺蘇生訓練を受けることとする。
	 3.3	 災害対策本部に関して
		�  震度4以上で災害対策本部の設置を検討する。災害対策本部はccc内科医院に設置す

る。本部長は○○○医師会長とする。医師会長不在の際には副会長が本部長代行を努
める。

	 3.4	 災害時の情報収集手段
		�  通信手段が確保できている場合には岡山県ホームページ「http://・・・・・・」また

は□□□市ホームページ「http://・・・・・・」から情報収集し、被害状況を確認する。
	 3.5	 災害時の情報報告先
		�  情報を集約するため、岡山県医師会に定期的に報告する。
	 3.6	 夜間・休日の体制
		�  夜間・休日に発災した場合に備え、医師会員には自院における職員連絡網と参集基準

を決めておくことを求める。

4	 発災時に行うべきこと
	 4.1	 おおむね1時間以内に行うべきこと
		�  医師会員は自発的に行動を開始する。まずは自分自身と家族の安全確認、職員の安全

確認、自院の被災状況確認を行う。自院の確認では建物の倒壊の危険性、電気・ガス・
水道などのインフラの確認、および通信手段の確認を行う。自院が有床である場合に
はEMISへの入力も必要となる。

	 4.2	 数時間以内に行うべきこと
		�  追加情報を収集し、患者数などを把握する。
		�  応急救護所が設置されている場合には、自院での患者診察を継続するか、応急救護所

に出向くかの判断が必要となるが、災害規模によっては応急救護所で患者を集約して
診察することが有効な場合が多い。

		�  応急救護所に出務する際には自院玄関に「現在医師が不在であること。近隣の応急救
護所の場所」などを掲示する。追加情報の収集、患者の確認などを記載する。
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		�  応急救護所には医療資機材が乏しいことが想定されるため、聴診器、血圧計、医薬品
などは各自で持参する。

		�  また、応急救護所に診療録が準備されていない場合も考え紙媒体の診療録も持参する。
	 4.3	 数日以内に行うべきこと
		�  避難所が設置されている場合があり、○○○医師会としての避難所対応を考える。避

難所への支援が可能な医師会員を募り、避難所の支援を行う。
	 4.4	 慢性期に行うべきこと
		�  避難所への支援を継続する。
		�  医師会員の勤務する医療機関が被災している場合には○○○医師会としての支援方法

を検討する。

5	 応急救護所の設置に関して
	 5.1	 出務するメンバー
		�  原則として医師1名、看護師2名が望ましい。
	 5.2	 移動手段
		�  交通状況は混乱していることが想定されるため、車は使用しない。徒歩・自転車・バ

イクにて移動する。現場でのケガを防ぐため靴は底がしっかりとしたものを使用する。
可能であれば、発災に備えた靴やヘルメットを準備しておく。

	 5.3	 応急救護所の設置場所
		�  各応急救護所の設置場所を別紙①に記載しておく。
		�  被災状況により設置できない場合には新たな設置場所の検討や近隣の応急救護所での

活動など柔軟な対応が求められる。
	 5.4	 運営管理者
		�  運営管理者は出務している医師の中から選出する。医師が交代する場合には運営管理

者同士で申し送りを行い、情報共有に努める。スタッフが不足している場合には運営
管理者の判断で、医師、看護師、連絡員、消防団などに協力を依頼する。

	 5.5	 応急救護所での活動
		�  負傷者のトリアージを行い、軽症患者には処置を行い、重症患者は救急病院へ搬送する。

状況に応じて死亡確認や遺体検案などにも協力する。活動に不足している医薬品や追
加スタッフなどは運営管理者が本部へ連絡する。診療記録は応急救護所に準備されて
いるものを使用するが、準備がない場合には自院から持参した記録用紙を使用する。

	 5.6	 情報収集と連絡
		�  応急救護所での情報は連絡票にまとめておき、定期的に本部へ連絡する。
	 5.7	 応急救護所の閉鎖
		�  傷病者数が減少した際には本部と協議して応急救護所の閉鎖を検討する。
	 5.8	 応急救護所の閉鎖後
		�  応急救護所の閉鎖後は自院または避難所において近隣住民や避難者の健康管理に努める。

6	 災害拠点病院との連携に関して
	 6.1	 近隣の災害拠点病院
		�  ○○○医師会に最も近い災害拠点病院は△△△総合病院である。
	 6.2	 災害拠点病院との合同災害訓練に関して
		�  災害拠点病院である△△△総合病院に依頼して合同訓練を年に1回開催する。また、訓

練とは別に年に1回の災害対策会議を開催する。
	 6.3	 災害拠点病院での活動に関して
		�  発災時に○○○医師会員が△△△総合病院内で診療を行う計画はない（ただし、△△

△総合病院に勤務する医師会員は除く）。
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B. 地域項目
各地域での発災時に発生する可能性のある特有の事態を検討し、発生する可能性の
ある項目に関して医師会の対応を記載する。この項目は共通項目よりもさらに具体
的（例えば地域名など）に記載しておく必要がある。

津波の可能性（ 有 ・ 無 ）
	「有」の場合には具体的な対応を記載する。
	 とくに津波に注意すべき地域や避難場所なども記載する。

液状化の可能性（ 有 ・ 無 ）
	「有」の場合には具体的な対応を記載する。
	 とくに液状化の恐れのある地域や避難場所なども記載する。

倒壊される家屋が多い可能性（ 有 ・ 無 ）
	「有」の場合には具体的な対応を記載する。
	� 古い民家が多い地域などを具体的に記載する。避難場所の倒壊の可能性にも言及
する。
	 また、外傷患者の発生が多いことにも言及し対応を記載する。

土砂崩れの可能性（ 有 ・ 無 ）
	「有」の場合には具体的な対応を記載する。
	 過去の土砂災害などを参考にして具体的な地域を記載する。
	 また、外傷患者の発生が多いことにも言及し対応を記載する。

雪崩の可能性（ 有 ・ 無 ）
	「有」の場合には具体的な対応を記載する。
	� 積雪の多い地域などを記載し、雪崩の際の避難場所と交通手段などを記載する。
	
孤立集落発生の可能性（ 有 ・ 無 ）
	「有」の場合には具体的な対応を記載する。
	� 孤立する可能性のある集落を具体的に列挙し、交通手段等の対応方法を記載する。

工場など爆発の可能性（ 有 ・ 無 ）
	「有」の場合には具体的な対応を記載する。
	 コンビナートなどを有する地域は爆発時の避難に関して具体的に記載する。
	 毒性のある物質による中毒患者が発生する可能性にも言及する。

その他、地域に特有な問題がある場合には個別に記載しておく。
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【記載例】

B. 地域項目

津波の可能性（ なし ）

液状化の可能性（ なし ）

倒壊される家屋が多い可能性（ あり ）
南部にある☆☆☆地域では倒壊の危険性がある古い家屋が多いため、倒壊の
有無を確認する。また、当該地域の避難所に指定されているAAA中学校に
関しても倒壊の危険性があるため、避難所設営が可能かどうかを自治体およ
び消防署等と十分に協議しなければならない。
家屋の倒壊により多くの外傷患者が発生した場合には重症外傷患者の発生が
考えられるため、早期に災害拠点病院の協力要請を行う。
倒壊される地域では安全が確認できるまで不用意に近づいてはならない。

土砂崩れの可能性（ なし ）

雪崩の可能性（ なし ）
	
孤立集落発生の可能性（ あり ）

東部の★★★地域は発災時に完全に交通が遮断される可能性があり、地域全
体が孤立する危険性がある。当地域にある医療機関は地域の管理医療機関を
決めており、孤立時に患者情報を集約する必要がある。
電話が使用できない場合に周辺の地域へ連絡するための方法を平時から考え
ておく。

工場など爆発の可能性（ なし ）

その他、地域に特有な問題（ なし ）
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（○○○市人口：約13,000人）

7-3 ○○○医師会による応急救護所と担当医療班

医療救護所 病院 医院

医師会本部
aaa医院

bbbクリニック

○○○市災害対策本部 ccc内科医院

AAA中学校

ddd病院 eee内科

fff内科

ggg整形外科

hhh整形外科

iii小児科

jjj耳鼻咽喉科

BBB中学校

kkk病院（災害拠点病院） lll内科

mmm外科医院

nnn整形外科クリニック

ooo小児科

ppp耳鼻科

qqq皮膚科

rrrレディースクリニック

sssメンタルクリニック

CCC中学校

ttt総合病院 uuuファミリークリニック

vvv小児科内科医院

www内科

xxx眼科

yyy脳神経外科

DDD中学校

zzz内科

abb内科

accファミリークリニック

add外科内科
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アクションカード
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　　アクションカードとは …………………………96

　　 当マニュアルのアクションカード ………96

　　 岡山県医師会 
災害医療救護対策本部の設置 ………………97

　　  対策本部アクションカード …………………………………… 99 
　　  救護班（JMAT）現場救護所　アクションカード … 105 
　　  救護班（JMAT）病院支援　アクションカード ……… 115 
　　  避難所支援アクションカード ……………………………… 117

8-1

8-2

8-3



緊急時に参集したスタッフ一人―人に配布される行動指標カード。
限られた人員と医療資源で、できるだけ効率よく緊急対応を行うことを目的としている。1
枚のカードには個々の役割に対する具体的な指示が書き込まれており、その役割に就いた人
が手渡されたカードを読めば、役割、指揮系統がわかるようになっている。
各施設で、アクションカードを自施設にあわせて改編し、使用していただきたい。

1　岡山県医師会災害医療救護対策本部（対策本部）
2　救護班（JMAT）救護所での活動
3　救護班（JMAT）病院支援での活動
4　避難所での活動

8-1 アクションカードとは

8-2 当マニュアルのアクションカード

アクションカード

救急災害対策
マニュアル

第 章8
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岡山県医師会は大規模災害その他集団的に多数の傷病者が発生する大規模な事故（航空機事
故あるいは列車事故等）の発生に際し、県知事または災害発生地区医師会等から岡山県医師
会に対し、医療救護班の編成、派遣の要請があった場合および県医師会長がその設置の必要
性を認めた場合、会長の指示の下に直ちに岡山県医師会に災害医療救護対策本部（以下：対
策本部）を設置する。

8-3 岡山県医師会災害医療救護対策本部の設置

災害拠点病院

日赤救護班

県病院協会
県歯科医師会
県薬剤師会
県看護協会

その他関係団体
（支部等を含む）

岡　山　県

岡山市 各市町村
（岡山市を除く）

現地医師会災害医療救護対策本部
現地本部長：災害発生地区医師会長

救護班 救護班 救護班 救護班 救護班

岡山県医師会
災害医療救護対策本部

地域災害保健
医療調整本部

連携・協力連携・協力

連携・協力

連携・協力

連携・協力連携・協力

連携・協力

県災害保健
医療調整本部

県災害対策本部

ＤＭＡＴ活動
拠点本部

（２次医療圏ごと）

ＤＭＡＴ
県調整本部

　本部長：岡山県医師会長
副本部長：岡山県医師会副会長

本部員：救急担当理事
　　　　県医師会理事
　　　　救急医療対策部会委員等
　　　　事務職員等
　　　　必要に応じ、地区医師会長
　　　　地区医師会理事等

対策本部アクションカード

救護班アクションカード

ＤPＡＴ
県調整本部

救護班組織体系図
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対策本部
アクションカード



本部長 岡山県医師会長
アクションカード

活動場所 対策本部（岡山県医師会館）

行動
Action

1 岡山県医師会館に対策本部設置を指示する。（対策本部レイアウト例は P103）

2 本部員を招集するよう事務職員に指示する。本部員の安否を確認する。

3 県災害保健医療調整本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
現地医師会災害医療救護対策本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
被災災害拠点病院の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　

4 �岡山県医師会館の安全確認、ライフラインの確認を本部員に指示する。
　（建物の安全、水、電気、ガス）

5 本部のコミュニケーションツールの動作確認を本部員に指示する。
　（電話、インターネット環境、FAX、テレビ、ラジオ等）

6 情報収集、活動指示
ａ：�本部員に本部員の安否、県災害保健医療調整本部と現地医師会災害医療救護対策

本部、災害拠点病院の連絡先、医師会館の安全やライフライン、コミュニケーショ
ンツールの動作確認状況、対策本部の組織図をホワイトボードに記載させる。

ｂ：�本部員に EMIS や電話連絡、メディアなどで被災状況、医師会員の安否などの情
報をホワイトボードに記載させ情報を整理する。

ｃ：�本部員にクロノロジー（経時活動記録、クロノロ）をホワイトボード、パソコ
ンに記載させる。

ｄ：�集めた情報を基に救護班（JMAT）の活動方針を県災害保健医療調整本部、現地
医師会災害医療救護対策本部と連携をとり決定する。

ｅ：�岡山県の各種協定（別紙）を参考にしかるべき組織と連携し活動方針を決定する。
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副本部長 岡山県医師会副会長
アクションカード

活動場所 対策本部（岡山県医師会館）

行動
Action

1 本部長を補佐する。（本部長の活動は本部長アクションカード参考）
本部長不在の場合は副本部長が本部長の役目を代行する。
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本部員
アクションカード

活動場所 対策本部（岡山県医師会館）

行動
Action

1 本部長の指示の下、岡山県医師会館に対策本部設置を行う。
　（対策本部レイアウト例は別紙）

2 岡山県医師会館の安全確認、ライフラインの確認を行う。
　（建物の安全、水、電気、ガス）

3 本部のコミュニケーションツールの動作確認を行う。
　（電話、インターネット環境、FAX、テレビ、ラジオ等）

4 情報収集、活動指示
ａ：�本部長の指示の下、本部員の安否、県災害保健医療調整本部と現地医師会災害医

療救護対策本部、災害拠点病院の連絡先、医師会館の安全やライフライン、コミュ
ニケーションツールの動作確認、対策本部の組織図をホワイトボードに記載す
る。

ｂ：�EMIS や電話連絡、メディアなどで被災状況、医師会員の安否などの情報を集め
ホワイトボードに記載する。

ｃ：�クロノロジーをホワイトボード、パソコンに記載させる。
ｄ：�本部長の指示の下、各種連携機関への連絡係を行う。
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対策本部のレイアウト（例）

AB

C F

G

E

D

AB

C

F
G

E

D

ジー

ジー集
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救護班（JMAT）
現場救護所

アクションカード



消防機関等出勤 現地本部設置
災害現場の指揮

救護班救護所アクションカード

連
携

派
遣

連携

区市町村
災害対策本部

岡山県
・災害医療救護対策本部
・災害保健医療調整本部

応
援
要
請

派遣要請

医療救護所の指揮体制　（2019.11 現在）

発災

災害現場

医療救護所開設
医療救護班派遣
・地域防災計画に基づ
き、地区医師会等で
構成する医療救護班
を派遣

医療救護所の指揮体制
・原則として最先着した医師
（地区医師会員等）が救護
班の指揮を執る

・現地本部との連絡、調整
・医療救護活動全般の管理
・医療救護班の指揮（トリ
アージ、緊急処置等の任
務付与）

・傷病者情報の収集、整理
・救急救命士等への指示、
助言

・医療救護班は、現地
本部と連携し活動を
開始する

・医学的問題以外は現
地本部の指揮に従う

・各地区医療救護班
・災害拠点病院
・日赤岡山県支部
・郡区市地区医師会
・他県市応援医療救護班

現場救護所開設
・救急隊の救急救命士等に
よる救護活動
（トリアージ、救急処置、
搬送）

以後、医療救護班に関する総合的な指揮命令は
県災害保健医療調整本部が定める者が行う
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救護所本部リーダー
アクションカード

活動場所 現場救護所

行動
Action

1 �県災害保健医療調整本部、もしくは現地医師会災害医療救護対策本部の指揮の
下に救護活動にあたるものとする。万一、通信網の途絶等により、指示・連絡
不能の状態に陥った場合には、前もって組織されている各医療救護班は指示を
待って時間を空費することなく、各班独自にその緊急性を判断して速やかに医
療救護活動を開始することとする。なお近隣医療救護班との連携が取れれば、
併せて行動した方がより有効である。これらの場合にはすべて、事後承諾でよ
しとする。

救護所の各エリアの設定、人員配置を行いマネジメントを行う。

2 県災害保健医療調整本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
現地医師会災害医療救護対策本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　

3 �本部の活動場所、活動資機材（ホワイトボード、机、椅子、パソコン等）を確
保する。

活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。安全が確保できないと判断
した場合は活動を早期に中止し避難する。
本部は他の組織本部がすでにあれば、近接に設置するのが望ましい（特に消防機関
本部）。

4 �本部人員の役割分担を行う。活動指揮、情報、搬送調整、ロジスティック、ク
ロノロジー、連絡、資機材整理等任命する。

本部が立ち上がったことを上位組織へ連絡する。

5 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員に
指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、FAX、無線、衛星電話等）
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6 情報収集、活動指示
ａ：�隊員に救護班の編成人員、県災害保健医療調整本部と現地医師会災害医療救護

対策本部の連絡先、安全確認状況やコミュニケーションツールの動作確認状況、
救護班の組織図をホワイトボードに記載させる。

ｂ：�隊員に救護所の状況（患者数、重症度、搬送先、搬送車両、テントの配置、トリアー
ジの結果、活動している隊員の人数と職種、医療資機材）を確認し、ホワイトボー
ドに記載させ情報を整理する。

ｃ：�隊員にクロノロジーをホワイトボード、パソコンに記載させる。
ｄ：�患者動線を確認しながら各エリア（トリアージポスト、赤エリア、黄エリア、緑

エリア、黒エリア等）を設置し、トリアージ、応急処置、搬送順位、病院への搬入、
死亡の確認、死体検案を指示する。 

ｅ：�消防機関、警察、DMATやその他医療班とコミュニケーションをとり、連携し
活動する。

ｆ：�EMIS に情報をあげる。
ｇ：�適宜本部内や他部署を交えて現在の状況、活動方針の確認を行う。
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救護所 赤エリアリーダー
アクションカード

活動場所 現場救護所　赤エリア

行動
Action

1 �患者トリアージ、応急処置、搬送がスムーズに行えるように赤エリアを統括指
揮する。

人数が足りない場合は黄エリアリーダーを兼務しても良い。

2 救護所本部リーダーの連絡先を確認する。
救護所本部リーダー（　　　　　　　　　　）　　連絡先　（　　　　　　　　　　）　

3 �活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。安全が確保できな
いと判断した場合は活動を早期に中止し避難する。

4 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員
に指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、無線、衛星電話等）

5 情報収集、活動指示
ａ：�隊員に救護班の編成人員、安全確認状況やコミュニケーションツールの動作確認、

赤エリアの組織図をホワイトボードに記載させる。
ｂ：�隊員に赤エリアの状況（患者数、重症度、搬送先、搬送車両、テントの配置、トリアー

ジの結果、活動している隊員の人数と職種、医療資機材）を確認し、ホワイトボー
ドに記載させ情報を整理する。

ｃ：�隊員にトリアージ、応急処置、搬送を指示する。 
ｄ：�搬送優先順位を決定する。
ｅ：�赤エリアの状況を適宜救護所本部に報告する。
ｆ：�消防機関、警察、DMATやその他医療班とコミュニケーションをとり、連携し

活動する。
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救護所 黄エリアリーダー
アクションカード

活動場所 現場救護所　黄エリア

行動
Action

1 �患者トリアージ、応急処置、搬送がスムーズに行えるように黄エリアを統括
指揮する。

人数が足りない場合は赤エリアリーダーを兼務しても良い。

2 救護所本部リーダーの連絡先を確認する。
救護所本部リーダー（　　　　　　　　　　）　　連絡先　（　　　　　　　　　　）　

3 �活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。安全が確保できな
いと判断した場合は活動を早期に中止し避難する。

4 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員
に指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、無線、衛星電話等）

5 情報収集、活動指示
ａ：�隊員に救護班の編成人員、安全確認状況やコミュニケーションツールの動作確認、

黄エリアの組織図をホワイトボードに記載させる。
ｂ：�隊員に黄エリアの状況（患者数、重症度、搬送先、搬送車両、テントの配置、トリアー

ジの結果、活動している隊員の人数と職種、医療資機材）を確認し、ホワイトボー
ドに記載させ情報を整理する。

ｃ：�隊員にトリアージ、応急処置、搬送を指示する。 
ｄ：�搬送優先順位を決定する。
ｅ：�黄エリアの状況を適宜救護所本部に報告する。
ｆ：�消防機関、警察、DMATやその他医療班とコミュニケーションをとり、連携し

活動する。
ｇ：�容態変化があった場合には速やかに本部へ連絡し、患者を移動させる。
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救護所 緑エリアリーダー
アクションカード

活動場所 現場救護所　緑エリア

行動
Action

1 �患者トリアージ、応急処置、搬送がスムーズに行えるように緑エリアを統括
指揮する。

2 救護所本部リーダーの連絡先を確認する。
救護所本部リーダー（　　　　　　　　　　）　　連絡先　（　　　　　　　　　　）　

3 �活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。安全が確保できな
いと判断した場合は活動を早期に中止し避難する。

4 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員
に指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、無線、衛星電話等）

5 情報収集、活動指示
ａ：�隊員に救護班の編成人員、安全確認状況やコミュニケーションツールの動作確認、

緑エリアの組織図をホワイトボードに記載させる。
ｂ：�隊員に緑エリアの状況（患者数、重症度、搬送先、搬送車両、テントの配置、トリアー

ジの結果、活動している隊員の人数と職種、医療資機材）を確認し、ホワイトボー
ドに記載させ情報を整理する。

ｃ：�隊員にトリアージ、応急処置、搬送を指示する。 
ｄ：�搬送優先順位を決定する。
ｅ：�緑エリアの状況を適宜救護所本部に報告する。
ｆ：�消防機関、警察、DMATやその他医療班とコミュニケーションをとり、連携し

活動する。
ｇ：�容態変化があった場合には速やかに本部へ連絡し、患者を移動させる。
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救護所 黒エリアリーダー
アクションカード

活動場所 現場救護所　黒エリア

行動
Action

1 黒エリアを統括指揮する。

2 救護所本部リーダーの連絡先を確認する。
救護所本部リーダー（　　　　　　　　　　）　　連絡先　（　　　　　　　　　　）　

3 �活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。安全が確保できな
いと判断した場合は活動を早期に中止し避難する。

4 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員
に指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、無線、衛星電話等）

5 情報収集、活動指示
ａ：�隊員に救護班の編成人員、安全確認状況やコミュニケーションツールの動作確認、

黒エリアの組織図をホワイトボードに記載させる。
ｂ：�隊員に黒エリアの状況（患者数、活動している隊員の人数と職種、医療資機材）

を確認しホワイトボードに記載させ情報を整理する。
ｃ：必要に応じて隊員に死亡確認、死体検案を行わせる。 
ｄ：�黒エリアの状況を適宜救護所本部に報告する。
ｅ：�消防機関、警察、DMATやその他医療班とコミュニケーションをとり、連携し

活動する。
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救護所 トリアージエリアリーダー
アクションカード

活動場所 現場救護所　トリアージエリア

行動
Action

1 �患者トリアージ、応急処置、搬送がスムーズに行えるようにトリアージエリ
アを統括指揮する。

2 救護所本部リーダーの連絡先を確認する。
救護所本部リーダー（　　　　　　　　　　）　　連絡先　（　　　　　　　　　　）　

3 �活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。安全が確保できな
いと判断した場合は活動を早期に中止し避難する。

4 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員
に指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、無線、衛星電話等）

5 情報収集、活動指示
ａ：�隊員に救護班の編成人員、安全確認状況やコミュニケーションツールの動作確認、

トリアージエリアの組織図をホワイトボードに記載させる。
ｂ：�隊員にトリアージエリアの状況（患者数、重症度、トリアージの結果、活動し

ている隊員の人数と職種、医療資機材）を確認し、ホワイトボードに記載させ
情報を整理する。

ｃ：�隊員にトリアージ（START 法や PAT法）を指示する。 
ｄ：�トリアージエリアの状況を適宜救護所本部に報告する。
ｅ：�消防機関、警察、DMATやその他医療班が入ればコミュニケーションをとり、

連携し活動する。
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救護班（JMAT）
病院支援

アクションカード



病院支援 救護班リーダー
アクションカード

活動場所 支援する病院 

行動
Action

1 病院支援がスムーズに行えるように救護班（JMAT）を統括指揮する。
支援する病院の責任者、対策本部の責任者に挨拶を行う。

2 県災害保健医療調整本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
現地医師会災害医療救護対策本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
支援する病院の責任者、連絡先を確認する。
責任者名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
院内病院支援対策本部の責任者、連絡先を確認する。
責任者名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　

3 �院内災害対策本部もしくは立ち上がっていれば院内 DMAT 病院支援本部の
指揮の下活動を行う。

活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。安全が確保できないと判断
した場合は活動を早期に中止し避難する。

4 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員
に指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、無線、衛星電話等）
支援する病院へ到着した際には、到着した旨や活動方針を上位組織（県災害保健医
療調整本部もしくは現地医師会災害医療救護対策本部）へ連絡する。

5 対策本部の指揮の下、活動を行う。
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避難所支援
アクションカード



避難所支援
アクションカード

活動場所 避難所

行動
Action

1 避難所の評価、マネージメントを保健所と連携して行うことができる。

2 県災害保健医療調整本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
現地医師会災害医療救護対策本部の本部長、連絡先を確認する。
本部長名（　　　　　　　　　　　）　　　連絡先　（　　　　　　　　　　　）　
避難所の担当者、所属部署、連絡先を確認する。
担当者名（　　　　　　　　　　　）　　　所属部署（　　　　　　　　　　　）   
連絡先　（　　　　　　　　　　　）　

3  �避難所の担当者、避難所を提供している部署の責任者（小学校であれば校長
先生等）に挨拶を行う。活動場所、隊員（個人装備）、傷病者の安全を確認する。
安全が確保できないと判断した場合は、活動を早期に中止し避難する。

4 �上位組織、隊員間、他組織とのコミュニケーションツールの動作確認を隊員
に指示する。

　（携帯電話、インターネット環境、無線、衛星電話等）
上位組織に避難所に到着した旨を連絡する。

5 情報収集、活動指示
ａ：�保健所の職員や避難所を一回りし、基準にのっとった避難所運営が行えている

か確認する。特にトイレの項目が基準を満たしているか確認を行う。
　　　避難所運営ガイドライン（内閣府 防災担当 2016年 4月）
　　�http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf
　　　スフィア基準 JQANホームページ（スフィアハンドブック2018）
　　https://jqan.info/documents/sphere handbook/� など
ｂ：避難所の医療ニーズ、健康管理、J-SPEEDなど使用した公衆衛生管理を行う。
ｃ：上位組織、保健所、その他関連部署と連携をとり、活動を行う。
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編集後 記
岡山県医師会担当理事　　榊原　敬

災害がないといわれる「晴れの国」岡山県において、2018年西日本豪雨で
は倉敷市真備町で小田川が決壊し天井まで及ぶ125年ぶりの大水害が発生し
ました。数多くの犠牲者とともに甚大な被害を受け、発災当初に少なからず
混乱がありました。厳しい状況がありましたが、地元吉備医師会をはじめ倉
敷市連合医師会ならびにさまざまな関係団体の支援で復興が進みつつありま
す。皆様の支援、協力に改めて厚く御礼申し上げます。
この災害を機に今後発生するだろう南海トラフを震源とする大規模災害に

備え、マニュアルを作るべきだとの声が高まり、このたび岡山県医師会版「災
害医療救護マニュアル」の発刊に至りました。このマニュアルにはQRコード
を掲載し、プリントアウトができるようにCD-ROMの添付をしています。防
災・減災・そしていざというときの行動にしっかりと役立てていただければ
幸いです。「災害は忘れた頃にやってくる」「備えあれば憂いなし」と言われ
るように、日頃から災害を想定し非常時に速やかに行動できる準備、そして
いざというときには医師会の支援活動への協力に理解を御願い申し上げます。
最後にこのマニュアルの発刊にあたり、中尾博之岡山大学災害医療マネジ

メント学講座教授を中心に県内災害基幹病院・拠点病院の先生方の献身的な
協力がありました。協力いただきました先生方ならびに、社会保険研究所（株）、
医師会の関係者に心より感謝申し上げます。
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ASD（Acute Stress Disorder : 急性ストレス障害）
PTSDのように強い精神的ストレスによるダメー
ジを指すが、4週間以内に自然治癒する場合。
BCP（Business Continuity Plan:事業継続計画）
本来、企業が緊急事態に遭遇した場合において、
事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核とな
る事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため
に、平常時に行うべき活動や緊急時における事業
継続のための方法、手段などを取り決めておく計
画のことです（中小企業庁中小企業BCP策定運
用指針より）。最近では、この考え方を核として、
医療分野でも策定することが求められている。特
に、2019年3月までに災害拠点病院は策定して
おくことが義務付けられている。
CBRNE災害

（C:化学、B:生物、R:放射性物質、N:核、E:爆発物）
特殊災害。5つの原因に分けて、特殊な対応を迫
られる災害を指す。以前はNBC災害と表記して
きた。特に、その活動には防護の概念が重要であ
り、汚染防止に重点を置かなければならない。
CSCA
CS-CAT’sのうち、主に本部でのマネジメントを
行う際の基本となる考え方。
C S C A T T T（CS-CAT’s）
文中参照
DMAT

（Disaster Medical Assistance Team：
災害派遣医療チーム）
EMIS

（Emergency Medical Information System:
広域災害救急医療情報システム）
1995年の阪神・淡路大震災の教訓から、医療機
関の被災状況について、インターネットを利用し
て情報共有できるツール。需要情報、病院の平時
の環境、災害時の医療投入状況等が通覧できるよ
うになっている。
METHANE Report
災害時に医療活動をするうえで、情報を漏れなく
伝達するための様式。
本文参照

第 1 章
PDCAサイクル
（P:計画、D:実行、C:評価、A:改善）のサイクル
を繰り返すことによって、管理業務を継続的に改
善していく手法。第2次大戦時に米軍によって考
案された。
PTSD（Post Traumatic Stress Disorder :
心的外傷後ストレス障害）
耐えることができないほどの強い精神的なストレ
スによって、精神的ダメージを受け、1カ月間を
過ぎても癒えていない場合を指す。精神的な障害
（フラッシュバック、過覚醒など）によって、通
常の生活が送れない場合があるため、適切な治療
が求められる。
TTT
CS-CAT’sのうち、主に現場医療活動をするうえ
で基本となる考え方。
おかやま医療情報ネット
一般利用者のための情報提供システム。岡山県下
の救急医療情報について、検索が可能なツール。
岡山県救急医療情報システム
医療従事者、行政関係者が救急医療情報を入手で
きるシステム。
災害対策本部
災害時活動の指揮・統括の中心となる機関、部
門。国、自治体等各所で設置されるため、どの災
害対策本部であるか確認する必要がある。情報収
集とその分析により、関係する各部署に命令を出
す。また、国、自治体等の場合、複数の関係する
組織も集まって情報交換を行う場ともなる。
消防無線
消防機関が専用に使用する無線システム。2005
年からはデジタル化され、消防・救急デジタル移
動通信システムと呼ばれる。
地域防災計画
災害対策基本法に基づく、地方自治体が防災のた
めの業務を定めたもの。通常、地震、風水害対策
が時間経過とともに被害想定とその対策がなされ
ている。
保健医療調整本部
災害時に、被災都道府県に設置され、保健医療活
動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報
の連携、整理、分析等の保健医療活動の総合調整
を行う本部をいう。
防災無線
官公庁・自治体等が使用する災害時のための通信
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手段として確保された専用の無線通信システム。
使用者によって、中央防災無線、都道府県防災行
政無線、市町村防災行政無線などがあり、使用周
波数などが異なる。

基幹災害拠点病院
大規模災害発生時に災害医療を地域の核となって
行う医療機関。なかでも、基幹災害拠点病院は地
域災害拠点病院を統括・指導する役目を持つ。都
道府県に1カ所以上整備される。
規制除外車両
災害対策基本法により、緊急交通路を通行できる
車両として、緊急車両のほかに規制除外車両があ
る。事前届け出を警察署に申請することにより、
災害時の書類・審査などが簡素化される。
緊急輸送道路
地震発生直後から混乱する交通に対して、災害対
応が迅速にできるように設定された道路。高速道
路、幹線国道などが指定されていることが多い。
災害医療コーディネーター
災害時に、保健医療調整本部などで都道府県また
は保健所が保健医療活動の総合調整を適切かつ円
滑に行えるよう支援する者であり、被災地の保健
医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調
整等に係る助言および支援を行うことを目的とし
て、都道府県により任命された者。
事前届出手続きの対象となる車両
・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
・�医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
・特別な構造・装置のある患者等搬送車両
・�建設用重機、道路啓開作業用車両または重機輸
送車両

地域災害拠点病院
指定条件として、
建物が耐震耐火構造であること。
資器材等の備蓄があること。
応急収容するために転用できる場所があること。
応急用資器材、自家発電機、応急テント等により
自己完結できること。（外部からの補給が滞って
も簡単には病院機能を喪失しないこと）
近接地にヘリポートが確保できること。
などがあり、二次医療圏ごとに1カ所以上整備さ
れる。
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C S C A T T T（CS-CAT’s）
文中参照
GCS （Glasgow Coma Scale）
頭部外傷患者の世界標準の意識レベルの評価指
標。開眼、発語、四肢運動の3つの因子の点数か
ら合計点を出すことによって、重症、中等症、軽
症の3段階に分類する。
MCLS

（Mass Casualty Life Support:
多数傷病者への対応標準化トレーニングコース）
一般社団法人日本災害医学会が主催し、認定する
教育コース。災害種類と教育レベルからいくつか
のコースに分かれている。
PAT

（Physiological and Anatomical Triage）
一次トリアージが終わった後に、詳細に判別する
ことによって搬送順位を決定するために行われる
解剖学的評価である。
START method

（Simple Triage And Rapid Treatment）
災害時に傷病者の治療優先順位をつける方法。多
くの方法があるが、START法は生理学的評価で
ある4つのバイタルサインを見ることによって、
簡単に判別できる一次トリアージ法。
活動区域
医療活動を行える程度の汚染区域。Cold （Gold） 
Zoneともいわれる。レベルCといわれるボンベ
装備のない装備を装着する。
危険区域
特殊災害の場合に高濃度に汚染される可能性が高
い区域。通常の防護体制ではなく、高度な装備（レ
ベルA：ボンベを含めすべての装備品が覆われて
いて、外界と遮断されている）が必要となる。
Hot （Bronze） Zoneともいわれる。
警戒区域
今現在、高濃度に汚染されているわけではないが、
今後汚染拡大の可能性がある区域。レベルBとい
われる、密閉式のマスクとボンベで呼吸機能が維
持されている装備であるが、これらはレベルAの
ように外界と遮断されていない。Warm （Silver） 
Zoneともいわれる。
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現場救護所
トリアージを受けた傷病者に対して、応急処置や
医療機関への搬出順位を決めるために、消防機関
によって警戒区域に設置される。
現場指揮本部
消防機関が災害現場直近の指揮を司るために設置
する本部付近に、医療救護班が設置する本部。収
集した情報をもとに参集した各救護班の活動内容
を決定し、逆に患者搬送や物資などの調達時には
さらに上位の医療調整本部などに支援要請を行う。
災害診療記録
災害時の診療録の規格を作成することによって、
診療の引き継ぎ、統計作成が効率よくなされるよ
うにしたもの。
傷病者集積場所

（Casualty Collecting Point, CCP）
災害現場での危険を回避するために、災害現場直
近に設置されるエリア。ここでトリアージタック
が装着される。（大友康裕、救急医療ジャーナル
19:(4) 50-55, 2010）
防ぎ得た災害死

（Preventable Disaster Death, PDD）
非災害時で、その地域や医療機関が通常の環境・
診療体制であれば、救命でいたと考えられる死亡。

DPAT 
（Disaster Psychiatric Assistance Team:　
災害派遣精神医療チーム）
被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健
医療体制との連携、各種関係機関等とのマネジメ
ント、専門性の高い精神科医療の提供と精神保健
活動の支援を行うために、都道府県および政令指
定都市によって組織される、専門的な研修・訓練
を受けた災害派遣精神医療チーム。
GCS（Glasgow Coma Scale）
頭部外傷患者の世界標準の意識レベルの評価…
指標
JMAT

（Japan Medical Association Team: 
日本医師会災害医療チーム）
日本医師会により組織される災害医療チーム。急
性期の災害医療を担当するDMATが3日程度で
撤退するのと入れ替わるようにして被災地の支援

第 5 章

に入り、現地の医療体制が回復するまでの間、地
域医療を支えるための組織である。
J-SPEED

（日本版Surveillance in Post Extreme 
Emergencies and Disasters）
フィリピン国保健省とWHOが共同開発し
た SPEED（Surveillance in Post Extreme 
Emergencies and Disasters）という報告手法
をモデルに、我が国の災害医療分野で開発された
災害医療チームの標準診療日報。本部は被災地の
医療ニーズの分布と推移を連日、把握できるよう
になる。
クラッシュ症候群

（Crush Syndrome:挫滅症候群）
四肢が長時間圧迫が起こると、筋肉の広範囲な壊
死、血流の途絶によって筋崩壊が起き、カリウム、
ミオグロビンなどの有害物質が血流再開にともな
い、灌流することによって急性腎不全、心室細動
などを引き起こす。
保健医療活動チーム
災害派遣医療チーム（DMAT）、日本医師会災害
医療チーム（JMAT）、日本赤十字社の救護 3 班、
独立行政法人国立病院機構の医療班、歯科医師
チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チー
ム、管理栄養士チーム、災害派遣精神医療チーム
（DPAT）その他の災害対策に係る保健医療活動
を行うチーム（被災都道府県以外の都道府県から
派遣されたチームを含む）をいう。「大規模災害
時の保健医療活動に係る体制の整備について　平
成29年7月5日厚生労働省」

AMAT
（All Japan Hospital Medical Assistance 
Team:全日本病院医療支援班）
全日本病院協会会員による救護班。DMATに準
じた活動体制と組織を有している。
DMORT（ディモート）

（Disaster Mortuary Operational 
Response Team:災害死亡者家族支援チーム）
⽶国では災害時に派遣されて個⼈識別、⾝元確認
などを主な業務としています。⼀⽅わが国では不
⾜しているのが家族⽀援であり、災害直後から死
亡者の家族⽀援を⾏うことを⽬的としている。
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医療救護班
一般的に、「医療救護班」とは、災害発生時の亜
急性期から中長期的の時期における医療救護活動 
を担い、病院や医療関係機関の医師、看護師等に
より構成される医療チームであって、救護所・避
難所等の医療支援および地域医療支援等を主に行
うものをいう。岡山県医師会では、県の要請に
よって相互協定に基づいて、救護所において次の
業務を行う。
　（1）被災者の選別
　（2）傷病者に対する応急処置および医療
　（3）�傷病者の収容医療機関への転送の要否お

よび転送順位の決定
　（4）被災者の死亡の確認および死体の検案
郡市地区医師会医療救護班
岡山県医師会または市町村からの要請に基づき、
群市医師会に組織された救護班。それぞれ事前に
協定を締結している。
現地医師会災害医療救護対策本部
地区医師会が設置する対策本部。
後方支援病院
災害拠点病院の機能を補完する医療機関。
岡山県医師会災害医療救護対策本部
県医師会に設置される対策本部。
災害診療記録報告書（J-SPEED）
フィリピン国保健省とWHOが共同開発し
た SPEED（Surveillance in Post Extreme 
Emergencies and Disasters ）をもとに作成さ
れた診療を集約した日報である。わが国では、
2015年2月に公開され、すでに多くの災害地で
使用され、一般診療版、外傷版、精神保健医療版、
大規模イベント版が作成されている。これによっ
て、日々の受診者統計を把握することができる。
また、スマートフォンにダウンロードして、電子
システムJ-SPEED+もある。

応急救護所
大規模災害発生直後の混乱時に、後方病院への負
傷者が殺到することによる災害医療機能の混乱を
防止し、後方病院が救急救護活動の拠点としての
機能を維持できるよう応急救護所を設置し、負傷
者のトリアージ、ならびに、応急処置等を行う（長
野市）。

第 7 章

アクションカード
（文中参照）
クロノロ（経時活動記録）
大量の情報が災害対策本部など情報収集・統合し
なければならない部署に送られてきた場合、即座
に重要な情報を選別することはできない。また、
後で重要になることもある。これらを経時的に整
理して、次の活動につなげる資料とする。
スフィア基準
正式名称は「人道憲章と人道対応に関する最低
基 準 」Humanitarian Charter and Minimum 
Standards in Humanitarian Response。略称
はスフィアSphere。
スフィア基準では主な支援分野、(1)給水、衛生、
衛生促進、(2)食糧安全保障と栄養、(3)避難所
および避難先の居住地、(4)保健医療の４分野に
おける最低基準があげられている（避難所運営で
も参照される指標となっている）。
避難所運営ガイドライン
市町村が取り組むべき、災害発生時に必要となる
基本的な対応を事前に確認し、 災害対応の各段階
（準備、初動、応急、復旧）において、実施すべ
き対応（19 の項目）業務をチェックリスト形式
で取りまとめたもの。災害対策基本法が改正に伴
い「避難所における良好な生活環境の確保に向け
た取組指針（平成25年8月）」が策定、その指針
に基づき内閣府により作成された。
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GCS
Glasgow Coma Scale : 頭部外傷患者の世
界標準の意識レベルの評価指標

DPAT
Disaster Psychiatric Assistance Team:
災害派遣精神医療チーム

JMAT
Japan Medical Association Team : 日本医
師会災害医療チーム

J-SPEED
日 本 版 Surveillance in Post Extreme 
Emergencies and Disasters

AMAT
All Japan Hospital Medical Assistance 
Team : 全日本病院医療支援班

DMORT（ディモート）
Disaster Mortuary Operational Response 
Team : 災害死亡者家族支援チーム
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ASD
Acute Stress Disorder：急性ストレス障害

BCP
Business Continuity Plan : 事業継続計画

CBRNE（シーバーン）
Chemical Biological Radiological Nuclear 
Explosive：特殊災害

CSCATTT（CS-CAT’s）
C o m m a n d  &  C o n t r o l  S a f e t y 
Communication Assessment Triage 
Treatment Transport

DMAT（ディーマット）
Disaster Medical Assistance Team：災害
派遣医療チーム

EMIS（イーミス）
Emergency Medical Information System：
広域災害救急医療情報システム

METHANE Report
My cal l  s ign/Major incident Exact 
location Type of incident Hazard Access 
Number  o f  casua l t ies  Emergency 
services : 災害時に医療活動をするうえで、
情報を漏れなく伝達するための様式

PDCA サイクル
Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・
Action（改善）の頭文字。

PTSD
Post Traumatic Stress Disorder : 心的外
傷後ストレス障害

MCLS
Mass Casualty Life Support：多数傷病者へ
の対応標準化トレーニングコース

PAT
Physiological and Anatomical Triage

START method
Simple Triage And Rapid Treatment 
method : 災害時に傷病者の治療優先順位をつ
ける方法
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1 ・�岡山県救急医療情報システム  
おかやま医療情報ネット…
https://www.qq.pref.okayama.jp/

2 ・�岡山県ハザードマップ…
http://www.pref.okayama.jp/page/
detail-27327.html

3 ・�おかやま全県統合型GIS…
http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-
okayama/Portal

4 ・�おかやま防災ポータル 
http://www.bousai.pref.okayama.jp/
bousai/

5 ・�EMIS　 
https://www.wds.emis.go.jp/

6 ・�防災科学技術研究所　 
http://www.bosai.go.jp/

7 ・�岡山県の地震の被害想定について 
http://www.pref.okayama.jp/page/
detail-17871.html

8 ・�南海トラフ巨大地震の被害想定 
（建物被害・人的被害）について（内閣府 2019年6月） 
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/
nankaitrough_info.html

9 ・�岡山県緊急輸送道路ネットワーク計画 
（2019年3月） 
http://www.pref.okayama.jp/page/…
360653.html

10 ・�規制除外車両の事前届出 
（岡山県警察 2018年2月9日） 
http://www.pref.okayama.jp/
page/357700.html

11 ・�医療機関における事業継続計画（BCP）の 
策定について（東京都福祉保健局） 
http://www.fukushihoken.metro.
tokyo.jp/smph/iryo/kyuukyuu/saigai/
zigyoukeizokukeikaku.html

12 ・�BCP の考え方に基づいた 
病院災害対応計画 作成の手引き（2013年3月） 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-10800000-
Iseikyoku/0000089048.pdf 

13 ・�災害医療コーディネーターについて 
（東京都福祉保健局） 
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.
jp/iryo/kyuukyuu/syusankiiryo/syusanki_
kyougikai/24kyougikai1.files/shiryou7.pdf

資料（URL・QRコード一覧） ※�CD-ROMの当該ページのURLから情報を取得する際、パソ
コンの環境によってできない場合があります。その際は、CD-
ROMの「資料（QR・URL一覧）」から取得してください。
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14 ・�災害診療記録（2018報告書） 
https://jadm.or.jp/contents/record/
pdf/2018.pdf

15 ・�大規模災害における保健師の活動マニュアル 
（日本公衆衛生協会・全国保健師長会 2013年） 
http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/
menu04_2_h25_01.pdf

16 ・�J-SPEED情報提供サイト 
https://www.j-speed.org/

17 ・�感染症の届出基準、届出様式 
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-
kansenshou11/01.html

18 ・�災害時における難病患者等の 
行動・支援マニュアル　（2017年3月） 
http://www.pref.okayama.jp/page/
detail-96653.html

19 ・�避難所運営ガイドライン 
（内閣府 防災担当 2016年4月） 
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/
pdf/1604hinanjo_guideline.pdf

20 ・�スフィア基準 
（JQANホームページ　スフィアハンドブック2018） 
https://jqan.info/documents/sphere_
handbook/

21 ・�防災情報（内閣府） 
http://www.bousai.go.jp/

22 ・�災害医療（厚生労働省） 
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/
bunya/kenkou_iryou/iryou/saigai_iryou/

23 ・�岡山県ホームページ 
http://www.pref.okayama.jp/

24 ・�災害医療対策について（日本医師会） 
http://www.med.or.jp/doctor/sien/…
s_sien/002049.html

25 ・�岡山県医師会…
http://www.okayama.med.or.jp/

26 ・�岡山県郡市等医師会…
http://www.okayama.med.or.jp/about/
gunsi.html
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